
介護保険住宅改修費の支給について 
（危険防止や移動の円滑化のために自宅を改修した 
場合は、その費用の一部を支給します。） 

 

 要援護者の方が自宅で自立した家庭生活を継続する上で、段差の解消や手すりの取付けは、危険

防止や移動の円滑化のための役立つとともに介護をしている方の負担の軽減につながります。 

 介護保険では、このような改修をされた方に、住宅改修費として最高１８万円を支給します。 

 なお、支給にあたっては、工事を始める前に事前の申請が必要となります。 

※平成２７年8月1日より領収書記載日時点における負担割合を適用することになります。 

（申請日は関係しませんので、ご注意ください） 

 

１ 住宅改修費の支給対象となる工事の種類 

 ① 手すりの取付け 

② 段差の解消 

 ③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

 ④ 引き戸等への扉の取替え 

 ⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

２ ご利用できる方 

 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた方で過去に住宅改修費の支給を受けたこと 

がない方です。ただし、次の方はご利用になれます。 

① 前回住宅改修した家屋と、今回住宅改修した家屋が違う方 ※転居した場合 

② 前回住宅改修した時点での要介護度から3段階以上上がった方 ※要支援2・要介護1は同一扱い 

③ 前回実施した住宅改修費の支給対象工事費用が２０万円未満であった方 ※残額のみ 

３ 支給される額 

 住宅改修費の支給対象となる工事に支払った費用（最高２０万円）の９割（一定以上の所得

のある方は８割又は７割※１）について支給されます。 

  例 １０万円の工事の場合 →  ９万円（８万円又は７万円※１） 

    ２０万円の工事の場合 → １８万円（１６万円又は１４万円※１） 

    ３０万円の工事の場合 → １８万円（１６万円又は１４万円※１） 

  併せて、他の工事をすることも可能ですが、住宅改修費は支給対象となる工事にしか支給

しません。 

４ 受領委任払い制度 

  住宅改修費については、本人が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工

事（上限２０万円）についてその９割（一定以上の所得のある方は８割又は７割）分を区に

申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、平成１９年１０月１日

以降に事前申請を行った住宅改修より、希望する方について利用者は１割（一定以上の所得

のある方は２割又は３割）分だけを施工事業者に支払い、９割（一定以上の所得のある方は

８割又は７割）は区介護保険室から施工事業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能とな

りました。 

 受領委任払いを利用できる施工事業者は、あらかじめ市に登録した施工事業者の中から選

択することとなります。（登録をしていない事業者は利用することができません）登録業者

の名簿は、各区介護保険室窓口での配布と千葉市介護保険管理課ホームページでの公開を行

っています。   

※「償還払い」は、どの事業者でもご利用になれます。 

※介護保険料未納による給付制限を受けている方につきましては、償還払いによる支給となり

ます。 



 

 ５ 利用の基本的な流れ（事前申請制度について） 
   

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※１ ケアマネジャー、千葉市あんしんケアセンターの他に千葉市社会福祉事業団が実施する障害

者等住宅改造相談事業の相談員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試

験２級以上の資格を有する者が、住宅改修が必要な理由書を作成することができます。ただし、

資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。 

※２ 住宅改修が必要な理由書を作成する者が、居宅（介護予防）サービス計画（ケアプラン）を 

作成しているケアマネジャー等と異なる場合は、当該ケアマネジャーと十分に連絡調整しておく 

必要があります。（調整済み同意欄） 

〇その他、対象となるか不明な場合は、事前にご相談ください。 

 
『参考』 千葉市住宅改修費支援サービスの助成（千葉市独自制度） 

  住宅改修費の助成は、介護保険の住宅改修費支給申請のほかに、市で行っている住宅改修費 

 支援サービスと併せて申請することができる場合があります。助成割合は所得に応じて異なり 

ます。 各区高齢障害支援課 高齢支援班 

 

[連絡先] 各区の保健福祉センター 高齢障害支援課 介護保険室 

  中 央 区  043-221-2198   花見川区  043-275-6401 

  稲 毛 区  043-284-6242    若 葉 区  043-233-8265 

  緑     区   043-292-9491    美 浜 区  043-270-4073 

 

 

① ケアマネジャー等や 

     施工事業者と相談、見積り 

      ↓             

②（工事前）「支給申請の届出」 

      ↓ 

③「確認のお知らせ」通知 

      ↓  

④工事着工 

      ↓             

⑤工事完了及び代金支払 

      ↓             

⑥（工事後）「完了の届出」        

     ↓ 

⑦住宅改修費の支給決定 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

・住宅改修が必要な理由書 ※１※２ 

・工事費見積書（工事内訳書を添付） 

 ※複数の事業者から見積もりを取るようにしてくだ

さい。 

・工事予定箇所の写真（日付入り） 

・住宅改修の予定の状態がわかる図面等 

・住宅所有者が異なる場合の承諾書 

手続の流れ 必要な書類等 

・介護保険住宅改修完了届 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書 

 （※受領委任払い制度を利用する場合には、「介護保

険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書【受

領委任払用】」をかわりに提出） 

・領収証（工事内訳書を添付）※被保険者名義 

・工事完了箇所の写真（日付入り） 

・完了後の状態がわかる図面等 

⑥の届出時に必要な書類 ⇒ 各区の窓口へ 

②の申請時に必要な書類 ⇒ 各区の窓口へ 

③「確認のお知らせ」後に

工事内容を変更する場合は

着工前に必ず「変更届出書」

を提出してください。 

受領委任払

い制度を利

用される場

合は、必ず、

市に登録し

た事業者の

中から施工

事業者を選

択してくだ

さい。 

※登録事業

者の名簿は

このパンフ

レットに添

付してあり

ます。 

 

千葉市では工事の適正な給付を目

的として、一部の工事を対象に②⑥

の際に実地調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

※被保険者宛て 

※被保険者宛て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

「千葉市のほうから来ました」とか「千葉市から 

依頼を受けて」などと、千葉市の名をかたって、介

護保険の住宅改修を勧誘している事業者がいますの

でご注意ください。 

 

 千葉市が、住宅改修の勧誘を行うことは、絶対に

ありません。このような事業者の訪問を受けた場合

には、すぐに区役所介護保険室までご連絡ください。 
 

 各区介護保険室の電話番号 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 介護保険の住宅改修の内容等のお問い合わせは、上記の区役所介護保険室 

又は市役所介護保険管理課（TEL ２４５－５０６１）まで 

 

介護保険の住宅改修 

   悪質な勧誘にご注意!! 

□中 央 区  TEL ２２１－２１９８ 

□花見川区  TEL ２７５－６４０１ 

□稲 毛 区  TEL ２８４－６２４２ 

□若 葉 区  TEL ２３３－８２６５ 

□緑 区  TEL ２９２－９４９１ 

□美 浜 区  TEL ２７０－４０７３ 



 

 

 

 

         悪質業者が、介護保険を口実に     

高齢者を狙っています。 

 

 

 

「市の紹介で家屋の点検を」あるいは「市の登録業者ですが」さらには「介護保

険や市の助成制度を使えば負担なしで改修ができる」などと、うその説明をしてそ

の場で契約を迫る場合があります。必要のない場合は、はっきりと断ることが大切。

決してその場で契約してはいけません。 

   また、１社の見積りだけで契約しないで、業者を客観的に比較することが大事で

す。必ず複数の業者から見積りをとりましょう。 

 

 

 

 

● 訪問販売や電話勧誘による契約は、８日間以内ならクーリング・オフ（無条件

解除）ができます。 

 

● うその説明や断っているのにしつこく勧誘され、契約した場合などには、取り

消すことが可能です。 

 

※ 工事に着手してしまうと手続きが煩雑になります。契約は慎重に 

しましょう。 

 

 

 ＜契約などのトラブルがおこった場合の相談窓口＞ 

 

悪質な勧誘をする業者には気をつけましょう！ 

 

ご用心!! 

千葉市消費生活センター TEL：２０７－３０００ 

 

契約後でも、解除や取り消しができる場合があります。 

 


